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6.ｼﾞｭﾆｱ選手登録について 訂正 2026.2.11 

 
2026 年度ジュニア選手 個人登録について 

 
 

福岡県テニス協会への個人登録手続きは、団体加盟及び個人登録の両者をもって
行う方式となっております。 

団体登録に関しては、11 月に加盟団体へ案内しておりますので、今回は貴クラブ
に所属するジュニア選手の個人登録について案内いたします。 

 
１． ジュニア個人登録の手続き 

 
   現在、福岡県テニス協会（以下「県協会」という）の加盟団体へ属するジュ

ニア選手は、県協会主催の大会に参加する場合、個人登録を必要とする。 
継続して登録する選手、又は初めて個人登録する選手を擁する団体は、指定 
する金融機関へ年会費をお振込みのうえ、振込済証（写）を下記①に添えて 
お申込みください。 
新規登録を希望する選手のみ②の同意書も併せて提出ください。 
※手続き軽減の為、継続の場合は②の同意書の提出を省略しますが、継続して 

同意しているものと見なします。 
 

① 福岡県テニス協会 ジュニア個人登録申込者名簿 
② 福岡県テニス協会 ジュニア選手登録申込書(同意書) ※新規登録時のみ 

 
【注意事項】 

a.ドーピング検査に関する「１８歳未満競技者親権者 同意書」について 
１８歳未満のジュニア選手が大会中にドーピング検査の対象となった場合、 
その場で同意書が提出できるよう、選手自身が大会期間中に常時携帯するこ 
とになりましたので、県協会への提出は不要です。 
同意書を携帯する必要がある大会は、開催要項に記載がございます。 
但し、アンチ・ドーピングについては、選手・保護者の皆様に内容をご理解 
いただく必要がありますので、規程をご確認のうえ、上記②の同意書提出に 
より、ご理解いただいたものとします。 
※日本アンチ・ドーピング規程並びに同意書は、県協会ホームページの団体

個人加盟登録の中から閲覧又はダウンロードできるようにリンクしており
ます。 

   b. ジュニア選手登録規程、個人情報保護方針は、添付しませんので、県協会 
ホームぺージの団体個人加盟登録の中でご確認をお願いします。 

 
２．年会費（個人登録費（一個人）） 
   ジュニア （18 歳以下）   年間 1,500 円／1 人 
      ※年齢基準は 2026 年 12 月 31 日現在の年齢とします。          
       
３．有効期間 
   ジュニア個人登録の有効期間は、１年間（2026 年 4 月 1 日から 2027 年 3 月 31

日）とします。但し、2026 年 3 月下旬からの九州ジュニア福岡県予選(U10 含) 
に参加する場合は、2026 年度の予選大会となりますので、新年度の登録をお 
願いいたします。 

 
４．年度途中の取扱い 
 １）年度途中の入会 
   個人登録は随時お申込みができます。上記１の手順で、原則所属クラブより

お申込みください。有効期間は登録日から 3 月 31 日までとします。 
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２）年度途中の所属クラブの変更 
   年度途中に所属クラブを変更する選手は、同封の③【ジュニア選手】所属変更

届にて届出ください。用紙は県協会ホームページの団体個人加盟登録からも
ダウンロード可能です。 

        
３）退会の扱い 

   年会費は返却いたしません。 
 
５．大会参加に関する取扱い 

１）大会へ参加する選手の所属は、県協会へ加盟のあるいずれかの団体とします。 
   県協会へ加盟していない団体名での参加はできません。 
   例）所属クラブが県協会に加盟する郡市町村協会の傘下団体であっても、直

接、県協会に加盟していなければ、当該所属クラブ名での大会参加はでき
ません。 

 
 ２）個人登録の手続きは期限までに申込みを完了してください。 
   大会参加締切日までに登録が完了していない場合は、参加できないことがあ

ります。※大会当日は受付しませんので、出来る限り申込締切迄に事前に登録
を完了させて下さい。 

    
６. ジュニア選手登録番号（JPIN）のについて ※誤りがあり訂正いたします。 
   JPIN 番号は日本テニス協会がランキングに利用する選手登録番号です。これ

まで 18 歳の年齢に達するまで毎年一斉更新されていましたが、2026 年度より
各自で 1 年間（4 月 1 日～3 月 31 日）登録期間を延長する手続きが必要とな
ります。詳しい案内及び更新方法は 2026 年 1 月下旬に JTA から公表予定で
す。2026 年度まではジュニア選手登録料は無料です。 
尚、2026 年度より所属等の変更が各自で可能となりますが、県協会個人登録 
とは連携していませんので、ジュニア選手登録の所属は、今後も選手では変更  
できません。 
所属を変更した場合や県外へ転出した場合は、必ず県協会へ③【ジュニア選 
手】所属変更届にて届出てください。 
 

７.登録費振込先 
福岡県テニス協会への加入手続きに伴う登録費のお支払いは、できるだけ 
各団体にて取りまとめて頂き、下記口座へお振込みくださいますようお願い 
申し上げます。 

               

支払先銀行名  福岡銀行 

支店名     薬院支店 （店番 280） 

口座番号    普通預金 1734891 

口座名義    福岡県テニス協会 会長 合
おお

瀬
せ

 武久
たけひさ

 

 
 古い書式の用紙を使用されませんようお願いいたします。 

県協会ホームぺージから最新版をダウンロードできます。 

 
 関係書類の提出先及び問合せ先 

      〒810-0022 福岡市中央区薬院 2-14-26  東洋薬院ビル 5 階 
                  福岡県テニス協会 
                  TEL 092-722-1605   FAX 092-722-1607 
         E-mail : qsyu-tennis@isis.ocn.ne.jp 

以上 


